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（１）令和３年度動物愛護管理実績報告について

①管理実績値報告

動物愛護管理行政の実績について

Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度

犬捕獲頭数 ４０６ ４１３ ３８８

犬引取頭数 ５２２ ４１８ ４２８

犬負傷頭数 １３ ７ １

犬返還頭数 １７４ １６５ １４３

犬譲渡頭数 ３４４ ３６９ ４４６

犬処分合計 ４２５ ３０７ ２１９

(うち助けられる犬） (３７) （１９） （０）

猫引取頭数 ４７２ ２８０ １４９

猫負傷頭数 ５４ ５８ １９

猫返還頭数 １６ ６ ３

猫譲渡頭数 １７５ １６３ １１５

猫処分合計 ３２７ １６９ ５０

(うち助けられる猫） (１７) （１０） （０）

総処分合計 ７５２ ４７６ ２６９

(うち助けられる

犬猫） (５４) （２９） （０）

１



返還・譲渡・殺処分の割合（犬）

２



返還・譲渡・殺処分の割合（猫）

猫処分状況内訳（令和３年度）

飼主不明の猫が９８％ 処分される猫の７０％が子猫

３



猫に関する苦情・相談の内訳（令和３年度）

譲渡事業推進

４



徳島県動物愛護管理適正化地域活性化推進補助金交付要綱

別表１（第２条関係）

事 業 名 対 象 経 費 補助率

１ 地域における普及啓 需用費、役務費、借損費、※研修会報償

発に係る取組に対する 費、※旅費

支援 （※ただし講習会等開催に係る講師等に

要する経費に限る）

２ 飼い犬・飼い猫の不 委託料（事務委託料も含む）、補助費

妊・去勢措置の推進に （不妊・去勢措置の助成を行う場合にあ

係る事業 っては，一件あたり５千円を上限とする。）

３ 地域における飼い主 委託料（事務委託料も含む）、補助費 経費の

のいない猫への不妊・ （不妊・去勢措置の助成を行う場合にあ ２分の１

去勢措置の推進に係る っては，一件あたり１万円を上限とする。） 以内

事業

４ 学校等における飼育 需用費、役務費、借損費、※研修会報償

動物対策の推進に係る 費、※旅費

事業 （※ただし講習会等開催に係る講師等に

要する経費に限る）

一校あたり３万円を上限とする。

５ 災害時の動物救護対 需用費、役務費、借損費、※報償費、※

策の推進に係る事業 旅費

（※ただし講習会等開催に係る講師等に

要する経費に限る）

重要な変更

補助金申請額に変更のあるとき

上段各項目間で対象経費の１０％以上の事業変更があるとき

②飼い主のいない猫対策について

５
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アニマルケースワーカーについて

（１）目的

県民への適正飼養の普及啓発による殺処分頭数削減を推進するため、適正飼養に関

する専門的な知識・技術を持つ人材をアニマルケースワーカーを任命及び派遣し、地

域における犬・猫に係る問題解決を図るための支援や市町村が実施する「飼い主のい

ない猫手術助成制度」等の実効性を高めていく。

さらには、アニマルケースワーカーを学校等にも派遣し、児童への紙芝居や読み聞

かせなどを行い、次世代の情操教育に力を注ぎ、県民参加型の「人と動物がともに暮

らせるとくしまづくり」を加速させるため、県としてコーディネートの推進強化を図

る。

（２）現場活動までの流れ

①県民より犬・猫に係る相談事案を県が受ける。

②相談事案の内容に応じて、県がアニマルケースワーカーに現場支援の依頼。

③アニマルケースワーカーは依頼のあった現場の対応を実施。

④年度末には、活動実績報告書を徳島県動物愛護管理センター所長宛てに提出。

アニマルケースワーカーは、県より依頼を受けた現場において活動し、県は活動実

績報告書に応じて委託費を支払うものとする。

（３）活動内容

①犬、猫等の動物の愛護と適正な飼養について住民の理解を深めること。

②住民に対し、飼い主のいない猫の繁殖防止手術を行うための捕獲や運搬、手術後

の管理方法の支援すること。

③小学校等に訪問し、児童への情操教育活動支援をすること。

④犬、猫等の動物の愛護と適正な飼養の推進のために県、市町村、協議会等が行う

事業に協力すること。

（４）参考

＜令和３年度＞

アニマルケースワーカー 任命人数 ９名（TNR 7名、情操教育2名）

飼い主のいない猫 技術支援頭数 ２６０頭（上限頭数）、４３地域

＜令和４年度＞

アニマルケースワーカー 任命人数 ７名（TNR 5名、情操教育2名）

飼い主のいない猫 技術支援頭数 ３８０頭（上限頭数）

６



③多頭飼育問題対策

動物の多頭飼育問題対策に係る保健福祉部局等との連携について

１ 経緯

ペットの飼育に絡んだ様々な問題として、飼い主が世話できないほど犬や猫を増

やし過ぎて近隣の生活環境の悪化を及ぼす「多頭飼育問題」が社会問題化している。

問題の背景には、飼い主の社会的孤立、経済的困窮等が複雑に絡みあっており、

「人」と「動物」に係る別々の問題として対応を図ることでは解決には至らない。

令和３年３月、環境省が自治体向けの対策ガイドラインを策定し、その中で、多

頭飼育問題への対応は、「予防・発見・発見後の対応・再発防止」において、飼い

主の家庭環境・性格等も把握した上で、多分野の関係者が連携し、問題解決に向け

た取り組みを進めることとしている。

２ 目的

地域は高齢者、障害者など世代や背景が異なる全ての人々の生活基盤であることか

ら、人と動物にとってやさしい、住みよい街・地域づくりのためにも保健福祉部局関

係者との連携を行い、人と動物のくらしを守る一助としてとり組んで参りたい。

３ 現状

本県における多頭飼育者（１０頭以上飼育）の相談件数

・令和２年度 ９件

・令和３年度 ９件

４ 県・市町村の保健福祉部局関係機関への依頼内容

（１）多頭飼育者及び多頭飼育に至る兆候のある飼い主に関する情報共

有（予防・発見・発見後対応・再発防止）

（２）関係部局（多分野の関係者）に対する研修会への参加

（３）関係会議等への出席

※令和４年７月には県保健福祉政策課主催の令和４年度福祉事務所関係職員研修

会において、多頭飼育問題に係る福祉部局との連携の重要性を説明し、動物愛護

管理行政担当と保健福祉部局関係者が協力して対応を図ることを依頼。

＜参考＞

〇環境省ホームページ（「人、動物、地域に向き合う多頭飼育対策ガイドライン～

社会福祉と動物愛護管理の多機関連携に向けて～」

https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/r0303a.html.

〇全国における多頭飼育に関する苦情件数（環境省発表）

平成３０年度 ２１４９件

７



（２）動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正について

①法改正に伴う第一種動物取扱業者の対応状況

１ 経緯

令和元年の動物の愛護及び管理に関する法律の改正の目的の一つは、第一種動物取

扱業による適正飼養等の促進等であり、その一環として飼養施設基準等が具体化され

た。この背景には動物愛護に対する関心の高まりがあり、特にペットとなる動物を直

接取り扱い、適正飼養に関する知識を啓発する側でもある事業者に対する注目が集ま

ったためである。これまでの法改正においても第一種動物取扱業に関する規定が追加

・変更されてきたが、第一種動物取扱業者による不適切飼養・管理が散見されてきた

ことが今回の法改正につながっている。

また、これまでも迷子や飼育放棄などで自治体に引き取られる犬猫への対応が課題

となっており、その解決策として販売に供される犬及び猫へのマイクロチップ装着等

が義務となり、今年６月から施行されている。

２ 主な改正の内容

（１）飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該設備の管

理に関する事項

（２）動物の飼養又は保管に従事する従業者の員数に関する事項

（３）繁殖の回数・年齢に関する事項

（４）犬猫等販売業者のマイクロチップ装着及び登録

３ 既存事業者に対する経過措置について

令和３年６月までに登録・届出を行っている動物取扱業者に対しては、動物の飼養

又は保管に従事する従業者の員数に関する事項について職員１人当たりの飼養保管

頭数の上限について段階的な経過措置が置かれている。

（新規職員の確保又は譲渡等による飼養保管頭数の削減を行う期間が必要なため）

４ 当所から第一種動物取扱業業者への周知について

・動物取扱責任者研修会での周知（令和元年度以降）

・動物取扱責任者任意説明会（令和元年度以降）

・第一種動物取扱業者へ改正内容を文書通知（令和２年度以降）

・監視及び更新に伴う立入時に対応状況確認、必要に応じて指導

＜参考＞

第一種動物取扱業者に対する改正内容に関する通知文

（令和３年７月３０日動セ第９４号）

８
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【別紙】

動 セ 第 ９ ４ 号

令和３年７月３０日

第一種動物取扱事業者 殿

徳島県動物愛護管理センター所長

（ 公 印 省 略 ）

動物の愛護及び管理に関する法律等の一部改正について（通知）

このことについて，「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」

（令和元年法律第３９号）（以下「改正法」という。）に伴い，第一種動物取扱業に

よる適正飼養等を更に促進していく目的で，「動物の愛護及び管理に関する法律の施

行規則の一部を改正する省令」（令和２年２月２８日付け環境省令第６号）及び「第

一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を

定める省令」（令和３年４月１日付け環境省令第７号）（以下「関係省令」という。）」

が定められ，令和２年６月１日より段階的に施行されております。

つきましては，第一種動物取扱業を継続して営んでいくにあたり，別紙資料の記

載内容を十分に御確認いただくとともに，改正法及び関係省令の規定事項を遵守し

ていただきますようお願いします。

なお，今年度も，昨年度同様に当該通知内容を含めた改正法及び関係省令に関す

る任意説明会の開催を予定していることを申し添えます。

別添１ 動物の愛護および管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令関係

別添２ 第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法

等の基準を定める省令関係
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別添１

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を

改正する省令関係

１ 動物取扱責任者の選任要件について

動物取扱責任者の選任要件が，十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有す

る者と改正されました。つきましては，令和５年５月３１日までに動物取扱責任

者の方が，次の選任要件を満たさなければいけませんので，御配慮ください。

＜動物取扱責任者の選任要件一部抜粋＞

（１） 営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに半年間以上の実務経験

（常勤の職員として在職するものに限る。）

（２） 取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる１年間

以上の飼養に従事した経験

（３） 公平性及び専門性を持った団体（参考１）が行う客観的な試験によって，

知識及び技術を習得していることの証明

※（（１）または（２））+（３）を満たす必要があります。

※実務経験だけでは，動物取扱責任者として認められません。

２ 動物販売者等が取り扱う動物に関する帳簿の備付けの徹底について

「販売」「貸出し」「展示」「譲受飼養」では以下の事項について帳簿を作成し，

記載日から５年間保存する必要があります（電磁的方法による記録・保存も可）。

なお，この項目を満たしていれば，様式は問いません（参考様式１）。

犬猫：所有し，又は占有する個体ごとに記載

犬猫以外の動物：所有し，又は占有する動物の種類ごとに記載

（１）動物の種類等の名称

（２）動物の繁殖者の氏名（法人の場合は名称）及び登録番号又は所在地

※輸入された動物で繁殖を行った者が不明な場合は，この動物を輸出した

者の氏名（法人の場合は名称）及び所在地

※譲渡された動物で，繁殖を行った者が不明な場合は，この動物を譲渡し

13



た者の氏名（法人の場合は名称）及び所在地

※捕獲された動物は，この動物を捕獲した者の氏名（法人の場合は名称），

登録番号又は所在地及びこの動物を捕獲した場所

（３）動物の生年月日

※輸入等をされた動物で，生年月日等が不明な場合は推定される生年月日

及び輸入年月日等

（４）動物を所有し，又は占有した日

（５）動物を動物等販売業者等に販売した者又は譲渡した者の氏名（法人の場合

は名称）及び登録番号又は所在地

（６）動物を販売した、又は引渡した日

（７）動物の販売又は引渡しの相手方の氏名（法人の場合は名称）及び登録番号

又は所在地

（８）動物の販売又は引渡しの相手方が動物の取引に関する関係法令に違反して

いないことの確認状況

（９）【販売業者のみ】動物の販売に際しての情報提供（対面説明・現物確認）（法

第２１条の４）及びこの情報提供についての顧客による確認（規則第８条

第６号）の実施状況

(１０)【貸出業者のみ】動物の貸出しに際しての情報提供の実施状況（規則第８

条第８号）並びに動物の貸出しの目的及び期間

（１１）【販売業者のみ】動物の販売を行った者の氏名

（１２）動物が死亡した日 動物販売業者等が飼養又は保管している間に

（１３）動物の死亡の原因 死亡した場合

他にも以下の記録台帳を作成し，５年間保管することが義務付けられています。

こちらも必要項目を満たしていれば，様式は問いません。

・飼養施設及び動物の点検状況記録台帳（参考様式２）

対象：全ての業種

・繁殖実施状況記録台帳（参考様式３）

対象：「販売」「貸出し」「展示」

・取引状況記録台帳（参考様式４）

対象：全ての業種 ※上記の（１）～（１３）の個体帳簿を備え付けている場合

は不要
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別添２

第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理

の方法等の基準を定める省令関係

１ 飼養施設の管理，飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該設備の管理

に関する事項

●ケージ等の構造等

・金網は床材として使用禁止（四肢の肉球が傷まないような場合を除く。）

・ケージ等と訓練場にサビ，割れ，破れ等の破損がないこと。

●運動スペース分離型（ケージ飼育等）の基準

＜寝床や休息場所となるケージ＞

・犬：【タテ】体長の２倍以上×【ヨコ】体長の１.５倍以上×【高さ】体高の

２倍以上とする。

・猫：【タテ】体長の２倍以上×【ヨコ】体長の１.５倍以上×【高さ】体高の

３倍以上とするとともに，ケージ内に1つ以上の棚を設けて，２段以上の

構造とする。

・複数飼養：上記の広さの合計×頭数分の面積を確保する。

＜運動スペース＞

・一体型の基準（後述）と同一以上の広さを有する運動スペースを確保し，１日

３時間以上運動スペースに出し運動させること。

・運動スペースは，常時運動に利用可能な状態で維持管理すること。

●運動スペース一体型（平飼い等）の基準

・犬：【床面積】分離型ケージサイズの６倍以上×【高さ】体高の２倍以上

※複数飼養する場合は，分離型のケージサイズの３倍以上×頭数分の

床面積を確保する 。

・猫：【床面積】分離型ケージサイズの２倍以上×【高さ】体高の４倍以上

とするとともに，ケージ内に1つ以上の棚を設けて，２段以上の構造とす

る。

・複数飼養：分離型のケージサイズ×頭数分の床面積を確保する 。

・繁殖時：親子当たり上記の１頭分の面積を確保し，親子以外の個体の同居不可

２ 動物の飼養又は保管に従事する従業者の員数に関する事項

・犬：１人当たり繁殖犬 １５頭，販売犬等２０頭まで。

・猫：１人当たり繁殖猫 ２５頭，販売猫等３０頭まで。

いずれも，親と同居している子犬・子猫は頭数に含めない。

・犬と猫の双方を飼養する場合は，基準表（参考２）で定められた上限を確認し

設定する。

（例えば，犬の保管数１１頭であれば，猫の上限保管数１４頭となる。）
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３ 動物の飼養又は保管をする環境の管理に関する事項

・ 動物の健康に支障が出るおそれがある状態（寒冷時や高温時に動物が体調不

良となるような状態）の禁止，温度・湿度計の設置を義務付ける。

・ 臭気により環境を損なわないように清潔を保つことを義務付ける。

・ 自然光や照明による日照サイクルの確保を義務付ける。

４ 動物の疾病等に係る措置に関する事項

・ １年以上継続して飼養又は保管を行う犬又は猫については，年１回以上の

獣医師による健康診断を受けさせ，診断書を５年間保存すること 。

・ 繁殖の用に供する個体は，雌雄ともに繁殖の適否に関する診断を受けること。

５ 動物の展示又は輸送の方法に関する事項

・ 犬又は猫を長時間連続して展示する場合は，休息できる設備に自由に移動で

きる状態を確保すること 。

それが困難な場合は，展示時間が６時間を超えるごとに，その途中に展示を

行わない時間を設けること 。

・ 飼養施設に輸送された犬又は猫については，輸送後２日間以上その状態

（下痢，おう吐，四肢の麻痺等外形上明らかなものに限る）を観察すること。

６ 動物を繁殖の用に供することができる回数，繁殖の用に供することができる動

物選定その他の動物の繁殖の方法に関する事項

・ 犬：生涯出産回数は６回まで。かつ，メスの交配は６歳まで（満７歳未満）。

※満７歳時点で生涯出産回数が６回未満であることを証明できる場合は，交配

は７歳まで（満８歳未満）とする。

・ 猫：メスの交配は６歳まで（満７歳未満）。

※満７歳時点で生涯出産回数が10 回未満の場合は，７歳まで（満８歳未満）

とする。

(以下、犬猫共通)

・ 年齢や出産回数にかかわらず，繁殖に適さない個体は交配を認めない。

・ 必要に応じて獣医師等による診療や助言を受ける。

帝王切開を行う場合は，獣医師が行い，実施した獣医師による出生証明書と母

体の状態に関する診断書（次回の繁殖に対する指導・助言）の交付を受ける。

７ その他動物の愛護及び適正な飼養に関し必要な事項

（動物の管理に関する事項）

・ 不適切な被毛，爪等の状態を直接的に禁止する。（被毛に糞尿等が固着した

状態，毛玉で覆われた状態，爪が伸びたまま放置されている状態等）

・ 人とのふれあいの実施（散歩や遊具を用いた活動等）を義務付ける。

・ 分離型の場合は，１日３時間以上，一体型の基準と同一以上の広さを有する

運動スペース等に出し運動させることを義務付ける。

・ 清潔な給水の確保を義務付ける。
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（３）その他報告事項

①クラウドファンディングについて

県外譲渡について

１ 譲渡頭数の推移

平成３０年度：３１４頭（犬：２４３頭、猫７１頭）

令和元年度：５１９頭（犬：３４４頭、猫１７５頭）

令和２年度：５３２頭（犬：３６９頭、猫１６３頭）

令和３年度：５６１頭（犬：４４６頭、猫１１５頭）

２ 県外譲渡頭数の推移

平成３０年度：９２頭

令和元年度：１３２頭（クラウドファンディングでは、４８頭）

令和２年度：１４８頭（クラウドファンディングでは、１３９頭）

令和３年度：１８９頭（クラウドファンディングでは、１８０頭）

３ クラウドファンディングについて

（１）令和元年度寄附目標金額：６０万円

令和元年度寄附金額：１０９万３千円

（２）令和２年度寄附目標金額：１２５万円

令和２年度寄附金額：１３０万２千円

（３）令和３年度寄附目標金額：１２５万円

令和３年度寄附金額：１９２万８千円

４ 令和３年度クラウドファンディング実質歳入について

寄附金額（①）： １，９２８，０００円

オツクル使用経費（②）： ２８９，２００円

県外譲渡充当経費（①－②）： １，６３８，８００円

５ 令和３年度歳出執行状況

クラウドファンディング実質歳入：１，６３８，８００円

充当県費： ４０５，２２５円

県際間譲渡のための合計歳出額： ２，０４４，０２５円
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